
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄筋コンクリートに緊張材でプレストレスを導入する PRC構造の橋梁であって、
　前記橋梁は、コンクリート硬化時に発生する水和反応熱が蓄積し易く高温となる厚みの
大きい部分と、前記水和反応熱が蓄積しにくく比較的低温となる厚みの小さい部分とを有
し、これら両部分に亘って主ケーブルが配置され、
　前記橋梁の主ケーブルに利用される緊張材は、芯材と、芯材の表面に塗布された硬化性
組成物と、硬化性組成物表面を覆うシースとを具え、
　　この硬化性組成物は、エポキシ樹脂と湿気硬化型硬化剤とを含み、かつ硬化性組成物
の 90℃での粘度増加係数 k及び常温での硬化所要日数 Mが下記式 (1)及び (2)で表される関係
を満足することを特徴とする PRC構造の橋梁。
　　 0.01≦ k≦ 0.08・・・・・・・・・ (1)
　　 M≦ 730・・・・・・・・・・・・ (2)
　〔ただし、 kは下記式 (3)で定義される値である。
　　 logρ＝ kT＋ logρ０ ・・・・・・・・・・・ (3)
　　ρ：粘度（ P ）、Ｔ：時間（ hrs.）、ρ０ ：初期粘度（ P ）〕
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、プレグラウト PC鋼材を用いた PRC（ Prestressed  Concrete）構造
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の建造物に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来からの一般的なポストテンション工法は、コンクリートに予め埋設されたシース管と
呼ばれる中空管に PC鋼材を挿入して緊張・定着し、セメントミルクでシース管と PC鋼材の
空隙を充填するグラウト作業を施して、 PC鋼材とコンクリートの接着、 PC鋼材の腐食を防
止する工法である。
【０００３】
しかし、この工法では、 PC鋼材をシースに挿入したり、セメントミルクを注入する作業が
繁雑であり、時間と労力を要する。しかも、 PC鋼材配置形状にアップダウンがあり、セメ
ントミルクの充填が不完全になり易く、グラウト不良による PC鋼材の腐食が発生すること
がある。
【０００４】
また、セメントミルクの充填が十分であっても、シース管がメタルシースでは腐食するお
それがある。さらに、セメントミルクは伸びが小さいことから、 PRC構造のコンクリート
がひび割れた際、同様にセメントミルクにもひび割れが発生し、そのひび割れを通じて水
分や塩分が浸入して PC鋼材も腐食してしまうことがある。
【０００５】
そこで、特公平 5-69939号公報や特公平 8-11791号公報では、硬化性組成物を予めシース管
と PC鋼材の隙間に充填した緊張材が提案されている。この技術では、緊張材を緊張するま
では硬化せず、コンクリートに緊張定着後、常温で硬化するように調整した硬化性組成物
を塗布し、コンクリート硬化後、硬化性組成物が硬化する前に PC鋼材を緊張する。このと
き、硬化性組成物が液状であるため緊張が可能であり、緊張後には常温で徐々に硬化性組
成物が硬化し、最終的に緊張材をコンクリートと一体化して完全に防食する。そのため、
この技術では、グラウト作業を行うことなく防食の信頼性の向上と現場における省力化を
達成できる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、特公平 5-69939号公報や特公平 8-11791号公報の技術では、 PC鋼材を緊張できない
場合がある。長大で部分的に厚みの異なるコンクリート構造物などでは、コンクリート固
化時に発生する水和反応熱が構造物の内部に蓄積して場所によって大きな温度差を生じる
。例えば、図 1に示すように、橋梁の柱頭部 21と梁部分 22とではコンクリートの厚みが異
なるため、厚みの大きい柱頭部 21では 80℃を超える温度になり、厚みの小さい梁部分 22で
は比較的低温となる。そのため、緊張材の部位により、硬化性組成物の硬化時間に大きな
差を生じることになる。
【０００７】
その際、硬化性組成物の硬化時間を梁部などの低温部に合わせて決定すると、柱頭部など
の高温部の硬化性組成物が緊張材の緊張前に硬化してしまい、その後、緊張材を緊張でき
ないことがある。
【０００８】
一方、特開 2001-9825号公報には、 80℃以上の温度になっても硬化しない硬化性組成物が
開示されている。しかし、この組成物を橋梁の主ケーブルなどに用いた場合では、硬化性
組成物の硬化時間を柱頭部などの高温部に合わせて決定したことになり、梁部などの低温
部の硬化性組成物が所定の期間内に硬化しないと言う問題があった。
【０００９】
従って、本発明の主目的は、硬化性組成物が緊張材の緊張を終えるまで硬化せず、かつそ
の後の所定の期間内に硬化して高い防食性を保持することができる PRC構造の建造物を提
供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
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本発明は、熱硬化型の組成物ではなく、湿気硬化型の組成物を用いることで上記の目的を
達成する。
【００１１】
　すなわち、本発明 PRC構造の建造物は、鉄筋コンクリートに緊張材でプレストレスを導
入する PRC構造の建造物であって、前記緊張材は、芯材と、芯材の表面に塗布された硬化
性組成物と、硬化性組成物表面を覆うシースとを具え、この硬化性組成物は、エポキシ樹
脂と湿気硬化型硬化剤とを含み、かつ硬化性組成物の 90℃での粘度増加係数 k及び常温で
の硬化所要日数 Mが下記式 (1)及び (2)で表される関係を満足することを特徴とする。
0.01≦ k≦ 0.08・・・・・・・・・ (1)
M≦ 730・・・・・・・・・・・・ (2)
〔ただし、 kは下記式 (3)で定義される値である。
logρ＝ kT＋ logρ０ ・・・・・・・・・・・ (3)
ρ：粘度（ P ）、Ｔ：時間（ hrs.）、ρ０ ：初期粘度（ P ）〕
【００１２】
上記の要件を満たす湿気硬化性の組成物を用いることで、緊張材を緊張するまで約 80℃以
上の高温部でも硬化せず、緊張後は緊張材の全長に亘って所定の期間内に確実に硬化させ
ることができる。従って、グラウト作業を行うことなく防食性に優れた PRC構造の建造物
を得ることができる。
【００１３】
ここで、緊張材は、芯材と、芯材の表面に塗布されて各ブロックの固化時の温度に適した
硬化特性を有する硬化性組成物と、樹脂表面を覆うシースとを具えるものとする。
【００１４】
芯材には、 PC鋼線、 PC鋼撚り線、 PC鋼棒などを利用することができる。
【００１５】
硬化性組成物の芯材への塗布方法は、芯材を硬化性組成物に浸漬したり、はけ塗りするこ
とで行えば良い。
【００１６】
硬化性組成物の主成分はエポキシ樹脂である。エポキシ樹脂は、特に限定されず、例えば
、ビスフェノールＡジグリシジルエーテル、ビスフェノールＦジグリシジルエーテル、ノ
ボラックグリシジルエーテル、テトラグリシジルジアミノジフェニルメタン等が挙げられ
る。これらの中でも、低コストのビスフェノールＡジグリシジルエーテルや低粘度で緊張
が容易となるビスフェノールＦジグリシジルエーテルが本発明に好適に使用される。
【００１７】
本発明で使用される湿気型硬化剤とは、大気中等に存在する水分と反応して、反応生成物
として硬化剤を生成し、これによりエポキシ樹脂の硬化反応が開始する機能を持つもので
ある。このような機能を持つものとして、ケチミン化合物があり、本発明に好適に使用で
きる。ケチミン化合物とは、カルボニル化合物でブロックされた第１級アミノ基を１分子
中に少なくとも１個有するアミン化合物である。このカルボニル化合物でブロックされた
第１級アミノ基は、例えば、水分の存在によって容易に加水分解して、遊離の第１級アミ
ノ基に変わりうる保護アミノ基であり、典型的には、下記式で示すことができる。
【００１８】
【化１】
　
　
　
　
　
【００１９】
上記化学式中、Ｒ 1及びＲ 2は、水素原子またはアルキル基、シクロヘキシル基、アリール
基などの 1価の炭化水素基を表す。
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【００２０】
上記アミン化合物は、脂肪族系、脂環族系、及び芳香族系のいずれでもよい。該アミン化
合物としては、例えば、モノエチルアミン、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、ア
ルコキシプロピルアミン、アリルアミン等の脂肪族ポリアミン類；ジアミノジフェニルメ
タン、ジアミノジフェニルエーテル等の芳香族ポリアミン類；ジアミノシクロヘキサン等
の脂環族ポリアミン類；分子末端に少なくとも 1 個の第１級アミノ基を有するポリアミド
類；などが挙げられる。
【００２１】
上記アミン化合物をケチミン化するカルボニル化合物としては、ケトン類及びアルデヒド
類があり、具体的には、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルプロピルケトン
、シクロヘキサノン、アセトフェノン、ベンゾフェノンなどのケトン類；アセトアルデヒ
ド、ベンズアルデヒドなどのアルデヒド類；が挙げられる。上記ケチミン化合物は、アミ
ン化合物とカルボニル化合物との脱水縮合反応により得られる。この反応は、通常のアミ
ンとアルデヒドまたはケトンとの脱水縮合反応と同様の条件で行うことができる。この脱
水縮合反応は、例えば、アミン化合物と、その論理反応量以上のケトンまたはアルデヒド
とを混合し、反応生成水を除去しながら反応させることにより行われる。
【００２２】
硬化性組成物は、 90℃での粘度増加係数ｋ及び常温での硬化所要日数Ｍが前記式 (1)及び (
2)を満足するものである。このような特性は、湿気硬化型硬化剤の配合量を調整すること
により得ることができるが、潜在性硬化剤または硬化促進剤を付加的に添加することによ
っても得ることができる。本発明で使用される潜在性硬化剤は、特に限定されないが、例
えば、ジシアンジアミド及びその誘導体、アジピン酸ジヒドラジド等のジヒドラジド類、
アミンアダクト類、ジアミノマレオニトリル及びその誘導体、硬化剤を被膜で包み込んだ
マイクロカプセル等が挙げられる。本発明で使用される硬化促進剤は、特に限定されない
が、例えば、 2,4,6-トリス（ジアミノメチル）フェノール（略称 DMP-30）、ベンジルメチ
ルアミン（略称 BDMA）等の第３級アミン化合物、イミダゾール化合物、 BF3錯体などが挙
げられる。
【００２３】
本発明の硬化性組成物には、上記の他に、必要に応じて、希釈剤、充填材、増粘剤などを
配合することができる。希釈剤は、硬化性組成物の粘度を調整するために配合されるもの
である。希釈剤の添加により粘度を下げると、緊張を容易に行うことができる。希釈剤と
しては、例えば、 n-ブチルグリシジルエーテル等の反応性希釈剤や、ベンジルアルコール
、フタル酸エステルなどが使用できる。充填材は、低コスト化やチクソトロピック性の調
整のために配合されるものであり、炭酸カルシウム、タルク、シリカ等が挙げられる。増
粘剤は、樹脂の粘度を増加させるため、またはジシアンジアミド等の粉体の沈降や凝集を
防止するために配合されるものであり、市販のアエロジルのような微粒子シリカが挙げら
れる。
【００２４】
さらに、降雨量の多い時期や地域での工事など、多量の湿気を吸って、硬化反応が早くな
ってしまう場合の対策として、予め脱水剤を配合し、過剰の水分を脱水剤に吸わせて、硬
化反応が速くなることを防止することができる。脱水剤としては、例えば、酸化カルシウ
ム、モレキュラーシープ、シランカップリング剤が挙げられる。また、逆に、乾燥地での
使用など、湿気が不足するおそれがある場合には、予め水和物を配合しておき、施工前に
80～ 150℃に加熱することにより、水和物から水分を放出させ、硬化不足を防止すること
ができる。このような水和物としては、例えば、硫酸アルミニウム水和物、硫酸カルシウ
ム水和物などが挙げられる。
【００２５】
特公平 8-11791号公報に開示されているジシアンジアミド等の潜在性硬化剤やこれに硬化
促進剤を加えたエポキシ樹脂は、室温で長期間安定なため、緊張材を緊張するまで硬化し
ないよう調整することができるが、 100℃近くの高温となると、通常の硬化剤と同様、急
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激に硬化反応が進んでしまう。潜在性硬化剤や硬化促進剤を減量すれば、高温での反応を
遅くすることができるが、そうすると、今度は常温での硬化が極端に遅くなり、コンクリ
ートと一体化するのに長期間かかってしまう。
【００２６】
これに対し、本発明で用いる硬化性組成物は、湿気により硬化が開始する湿気硬化型硬化
剤を用いることにより、常温で数ヶ月～３年間、好ましくは２年以内で硬化し、なおかつ
100℃近い高温でも急激に反応せず、長時間未硬化状態を維持することができる。湿気硬
化型硬化剤は、通常、塗料やコーティングに使用されるものである。湿気硬化型硬化剤を
含有するエポキシ樹脂を薄く塗布し、大気中に曝すと、常温で数時間から数日で硬化する
ことが知られている。これに対して、本発明者らは、湿気硬化型硬化剤を使用し、かつ、
その配合量や、他の硬化剤との組み合わせにより硬化特性を調整することにより、特公平
8-11791号公報などに開示されている従来の配合系では得られない、本用途に適した優れ
た硬化特性が得られることを見いだした。この硬化特性は、塗料などに使用される従来の
エポキシ／湿気硬化型硬化剤配合とも全く異なるものである。本発明で用いる硬化性組成
物は、 PC鋼線などの緊張材と樹脂シースとの間という密閉系で使用することが、諸特性を
効果的に発揮する上で特に好ましい。
【００２７】
エポキシ樹脂の種類やケチミン化合物などの湿気硬化型硬化剤の種類により、硬化反応の
化学当量や反応性が異なる。したがって、エポキシ樹脂と湿気硬化型硬化剤の好ましい配
合量は、これらの種類によって異なる。しかしながら、エポキシ樹脂と湿気硬化型硬化剤
の種類と配合量を調整することにより、下記の特性を得ることが可能であり、それによっ
て、本発明に適した優れた硬化特性を有する硬化性組成物を得ることができる。
【００２８】
　すなわち、本発明の硬化性組成物は、 90℃での粘度増加係数ｋ及び常温での硬化所要日
数Ｍが、下記式 (1)及び (2)で表される関係を満足するものである。
0.01≦ k≦ 0.08・・・・・・・・・ (1)
M≦ 730・・・・・・・・・・・・ (2)
〔ただし、 kは下記式 (3)で定義される値である。
logρ＝ kT＋ logρ０ ・・・・・・・・・・・ (3)
ρ：粘度（ P ）、Ｔ：時間（ hrs.）、ρ０ ：初期粘度（ P ）〕
【００２９】
上式 (3)の粘度ρは、硬化性組成物を緊張材とシースとの間に充填した状態で、温度 90℃
、相対湿度（ RH） 60％の環境下に所定時間放置した後、硬化性組成物をシース内から取り
出して、 25℃で測定した値である。傾き kは、上記方法で、初期から 100万 P（ポアズ）に
達するまでの粘度変化を測定し、最小二乗法により求めたものである。また、上記の硬化
所要日数 Mは、硬化性組成物を緊張材とシースの間に充填した状態で、所定日数室内に放
置した後、硬化性組成物のちょう度を測定することにより得たものである。ちょう度は、
JIS-K-2560に従って測定し、ちょう度が１以下である場合を硬化とした。上記の粘度増加
係数及び硬化所要日数の調整は、湿気硬化型硬化剤と潜在性硬化剤及び／または硬化促進
剤を併用することにより行うこともできる。
【００３０】
上記のように粘度増加係数及び硬化所要日数Ｍは、 0.01≦ k≦ 0.08で M≦ 730である。ｋが 0
.08を越えると、従来のジシアンジアミド等を用いた配合と同様、高温での硬化反応が速
くなり、コンクリート構造体の大きさや形状によっては、コンクリート硬化後、緊張がで
きなくなる。逆に kが 0.01未満では、硬化に時間がかかり、実用的でなくなるからである
。また、硬化に要する期間は、常温で１年以内程度、長くとも常温で２年以内程度であり
、硬化所用時間 Mを 730日以内と規定した。
【００３１】
緊張材に塗布する硬化性組成物の塗布厚みや形状は特に限定されない。ただし、膜厚が非
常に薄い場合には、例えば、緊張材に硬化性組成物を塗布した後シースを被覆する方式で
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生産した場合、塗布時に吸収する湿気の、硬化性組成物の単位量あたりの量が大きくなる
ので、硬化が早くなる場合がある。よって充填層の平均厚みは、好ましくは 0.1mm以上、
より好ましくは 0.3mm以上とすると効果的である。
【００３２】
シースは、硬化性組成物を硬化するまで保護できるものであればよく、金属製のものも適
用可能であるが、樹脂製のものが好ましい。樹脂製のシースは腐食せず、かつ金属製のシ
ースに比べて伸びが大きく、コンクリートにひび割れが生じた場合でもシースの破断が生
じ難い。シースに用いる樹脂の具体例としては、ポリエチレンが好適である。シースの形
状は特に限定されない。例えば、パイプ状シース、外側に波形または螺旋状の凹凸が形成
されたシースなどを挙げることができる。
【００３３】
　本発明建造物の具体例としては橋梁が挙げられる。特に、橋梁の主ケーブルに緊張材を
用いる構成が好適である。コンクリート橋の上部工の構造として、一般に RC（
 Concrete）構造と PC（ Prestressed Concrete）構造が採用されている。 RC構造は、主に
部材の引張応力を鉄筋によって、圧縮応力をコンクリートによって負担する構造で、一般
にひび割れが発生することを前提とした設計が行われている。また、 PC構造は、コンクリ
ート部材にプレストレスによる圧縮応力を作用させ、発生応力を主にコンクリートによっ
て負担する構造で、活荷重載荷時にはひび割れが発生しないことを前提とした設計が行わ
れている。一方、 PRC構造は、所要のひび割れ条件を満足するようにプレストレスと鉄筋
で補強されたコンクリート部材で、 RC構造と PC構造の中間領域の構造である。このように
、 PRC構造はコンクリートのひび割れを許容しているため、ひび割れから水が浸入するこ
とが想定される。シースと硬化性組成物で保護された緊張材を PRC構造に適用することで
、 PC鋼材を腐食環境から守り、耐久性に優れた構造を構築することができる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を説明する。
図１は本発明橋梁の概略断面図である。
【００３５】
この橋梁は、鉄筋コンクリートに緊張材でプレストレスを導入する PRC構造の橋梁である
。この主ケーブルには、緊張材となるプレグラウト PC鋼材 10が用いられている。
【００３６】
上記のプレグラウト PC鋼材の横断面図を図 2に、部分縦断面図を図 3に示す。この PC鋼材 10
は、 PC鋼撚り線 11に硬化性組成物 12を塗付し、その上に押出しでポリエチレンシース 13を
形成したものである。シース 13の表面にはコンクリート 40との付着性を高めるために凹凸
が形成されている。
【００３７】
硬化性組成物を PC鋼撚り線に塗布した後、塗布面上に、三井化学社製高密度ポリエチレン
“ハイゼックス”を用いて押出成形によりポリエチレン製シースを形成した。得られたシ
ース被覆緊張材を、温度 90℃、相対湿度 60％の環境下に所定時間放置した後、シースを剥
いで硬化性組成物をサンプリングし、株式会社レオロジ製粘弾性解析装置 MR-300を用いて
、 25℃での粘度を測定した。得られた値から粘度増加係数を算出し、また、緊張可能な限
界粘度である百万 Pに達する時間（緊張可能時間）を調べた。硬化の確認は、シースを剥
いで、硬化性組成物のちょう度を測定することにより行った。ちょう度は、 JIS-K-2560に
従って測定し、ちょう度が１以下である場合を硬化とした。その結果、 90℃での緊張可能
時間が比較的長く、室温では１年以内で硬化する硬化性組成物及びシース被覆緊張材が得
られた。
【００３８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明 PRC構造の建造物は、グラウト作業を行うことなく緊張材を
完全防食することができ、かつコンクリート硬化時の発熱で高温になる場合にも硬化性組
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成物が硬化することなく適正な張力を緊張材に付与することができる。従って、従来、不
可能であった高温での遅い硬化反応と室温での硬化性を両立できる。これにより、施工性
と防食性に優れた PRC構造の建造物を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　 PRC構造の橋梁の概略構成図である。
【図２】図１の橋梁に用いるプレグラウト PC鋼材の横断面図である。
【図３】図１の橋梁に用いるプレグラウト PC鋼材の部分縦断面図である。
【符号の説明】
10　プレグラウト PC鋼材
11　 PC鋼撚り線
12　硬化性組成物
13　ポリエチレンシース
21　柱頭部
22　梁部分
40　コンクリート
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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